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本町保育所移転・新設・跡地活用事業基本協定書(案)  

 

本町保育所移転・新設・跡地活用事業（以下「本事業」という。）に関して、府中市

（以下「本市」という。）と【●●●●、■■■■及び▲▲▲▲（以下「事業者グループ」

と総称し、個々の構成員を「構成員」、うち●●●●を「代表企業」という。）／●●●●

（以下「事業者」という。）】との間で、以下のとおり基本協定（以下「本協定」とい

う。）を締結する。  

 

第１章 総則  

（趣旨及び定義）  

第１条 本協定は、本事業に関して、本市と【事業者グループ／事業者】が円滑に事業を実

施するために必要な事項を定めることを目的とする。  

２ 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

(1) 旧本町住宅跡地：本町保育所移転・新設事業の用地をいう。 

(2) 本町保育所跡地：本町保育所移転後の本町保育所跡地活用事業の用地をいう。 

(3) 対象敷地：本事業の対象となる「旧本町住宅跡地」及び「本町保育所跡地」をいう。 

(4) 本町保育所跡建物等：本町保育所跡建物及び本町保育所跡地に付帯する遊具やフェン

ス、立木、水路構造物をいう。 

(5) 事業計画書：【事業者グループ／事業者】が、本協定締結後、第７条の規定に基づき

作成し、本市の確認又は承認を得た計画書（第８条の規定に基づく協議により変更さ

れた後の事業計画書を含む。）をいう。  

(6) 道路設計業務契約：第１１条第２項の規定に基づき締結される本町保育所移転・新設

事業道路設計業務契約（その後の変更を含む。）をいう。 

(7) 設計・施工業務一括仮契約：第１２条第２項の規定に基づき締結される本町保育所移

転・新設事業設計・施工業務一括仮契約（その後の変更を含む。）をいう。 

(8) 土地売買契約：第１３条第２項の規定に基づき締結される本町保育所跡地土地売買契

約をいう。 

(9) 跡建物譲渡契約：第１８条第１項の規定に基づき締結される本町保育所跡建物譲渡契

約（その後の変更を含む。）をいう。  

(10) 解体協定：第１８条第３項の規定に基づき締結される解体・撤去に係る協定（その後

の変更を含む。）をいう。  

(11) 関連契約：上記第(6)号から第(10)号の契約又は協定を総称していう。  

３ 前項に規定するもののほか、本協定において使用する用語は、令和○年○月○日に本市

が公表した本町保育所移転・新設・跡地活用事業募集要項（以下「募集要項」という。）

及び本町保育所移転・新設・跡地活用事業要求水準書（以下「要求水準書」という。）に

おいて使用する用語の例による。 

  

（本事業の概要等）  

第２条 本事業は、対象敷地において行う本町保育所移転・新設事業と本町保育所跡地活用

事業を一体的に実施することで、両事業の様々な場面で民間ノウハウを活用し、両事業の
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相乗効果と良好なまちなみづくりを実現するものである。 

２ 本事業は、別紙Ａの日程表に従って実施する。ただし、本市と【事業者グループ／事業

者】が協議により事業スケジュールを変更した場合は、変更後の日程表に従って実施す

る。  

 

（本市と【事業者グループ／事業者】の責務）  

第３条 本市及び【事業者グループ／事業者】は、関連契約の締結に向けて、それぞれ誠実

に対応し、最善の努力をする。  

２ 【事業者グループ／事業者】は、事業計画書の内容に従い、自らの責任において、法令

を遵守して本事業を行う。  

３ 【事業者グループ／事業者】は、本市が設置した選定委員会及び本市の要望事項を尊重

して本事業を行う。  

【４ 事業者グループは、事業計画書に定める業務の履行が困難となった構成員を、履行確

保措置として、新たな企業等に代える場合は、募集要項に規定する構成員の要件を満たす

企業とするものとし、本市から事前に書面による承諾を得るものとする。ただし、代表企

業又は設計・施工業務一括契約の【事業グループの構成員で本町保育所新施設デザイン・

ビルド業務を実施する企業、若しくは共同企業体における代表構成員】の変更は認めな

い。】  

 

（本事業における【代表企業等/事業者】の役割）  

第４条 本事業の本市との役割分担において、【代表企業等/事業者】は、次の役割を果た

す。  

(1) 【代表企業／事業者】は、第５条の本協定の期間中における本事業に係る本市との協

議等の窓口を行うものとする。ただし、代表企業が建設企業の場合、解体・撤去業務以

降に係る協議等の窓口については、本市の承認のもと、跡地活用企業がその窓口を行う

ことができるものとする。 

(2) 道路設計業務に関わる【事業者グループの構成員／事業者】（以下「道路設計企業」

という。）は、募集要項、要求水準書及び応募書類を踏まえ、本市と協議のもと、「本

町保育所移転・新設・跡地活用事業 募集要項等公開資料一覧」記載（以下「公開資

料」という。）の項目９の道路設計業務契約書（案）に基づき、本市と協議のうえ、道

路設計業務契約を締結し、その定めるところに従って本道路の設計を行うものとする。 

(3) 本町保育所新施設デザイン・ビルド業務に関わる【事業者グループ若しくは構成員／事

業者】（以下「設計・建設企業」という。）は、募集要項、要求水準書、応募書類及び事業計画

書に従い、公開資料別紙１０の設計・施工業務一括仮契約書(案)に基づき、本市と協議

のうえ、設計・施工業務一括契約を締結し、その定めるところに従って本施設の設計・

施工を行うものとする。 

(4) 土地売買契約及び跡建物譲渡契約を締結する【事業グループ若しくは構成員／事業

者】（以下「跡地活用企業」という。）は、本町保育所跡地及び本町保育所跡建物を譲

り受けた後、募集要項、要求水準書及び応募書類を踏まえ、解体協定に基づき、本市の

費用負担において本町保育所跡建物等の解体設計・解体工事を行う。なお、跡建物譲渡

契約を締結する前に、跡地活用企業は、解体・撤去工事を請け負う解体・撤去企業が、
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募集要項の参加資格要件を満たすことを示す書面を本市に提出し、承認を得るものとす

る。 

(5) 跡地活用企業は、土地売買契約締結後に、本協定、募集要項、応募書類、事業計画書

及び土地売買契約書に従い、適切に戸建て住宅地開発事業及び東西道路の整備を行う。 

 

（本協定の期間）  

第５条 本協定の期間は、本協定の締結日から土地売買契約に基づく本町保育所跡地の開発

事業が完了し、買戻特約登記を抹消した日までとする。 

  

（費用負担）  

第６条 本事業において、本市及び【事業者グループ／事業者】は、それぞれ、次の費用を

負担する。  

(1) 市の負担  

ア 本市は、道路設計業務・建築設計業務・工事監理業務・道路工事業務・建設業務が

それぞれ完了した時点で各業務の費用を支払うものとする。ただし、前払い金の請求

があった場合については、前払い金を支払うものとする。なお、前払い金について

は、府中市契約事務規則第４９条に応じて請求するものとする。 

イ 本市は、本町保育所跡建物等の解体設計・解体工事費用を負担するものとし、その

費用の支払いについては解体協定に基づくものとする。 

(2) 事業者等の負担  

ア 【事業者グループ／事業者】は、本事業における契約書の作成及び登記に係る印紙

代などの事業者側の費用を負担する。  

イ 跡地活用企業は、土地売買契約締結後、指定期日以内に契約保証金を預託する。 

ただし、府中市契約事務規則第４７条２項に該当する場合には契約保証金の全部又は

一部を免除することができる。 

ウ 跡地活用企業は、本町保育所施設移転完了後、指定期日以内に土地売買代金を支払

うものとする。  

 

（事業計画書等）  

第７条 【代表企業／事業者】は、本協定締結後、募集要項、要求水準書、質疑回答及び応

募書類に従い、本市と協議のうえ、本町保育所移転・新設事業に係る道路整備計画及び道

路設計スケジュール計画等を定める道路設計に係る事業計画書を作成し、道路設計業務契

約締結前に、本市の確認を受けなければならない。 

２ 【代表企業／事業者】は、本協定締結後、募集要項、要求水準書、質疑回答及び応募書

類に従い、本市と協議のうえ、本事業の実施方針、本町保育所移転・新設事業に係る道路

整備計画、本町保育所新施設の施設計画・工事計画、本町保育所跡地活用事業に係る解体

計画及び戸建て住宅地開発計画、本事業全体のスケジュール計画、本町保育所跡地の造成

工事完了までの環境対策等を定めた事業計画書を作成し、設計・施工業務一括仮契約締結

前に、本市の確認を受けなければならない。 
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３ 【事業グループ／事業者】は、本協定締結後、本町保育所新施設デザイン・ビルド業務

及び本町保育所跡建物等の解体・撤去に係る費用の提案価格について、事業費内訳（科目

別費用内訳程度）を、道路設計業務契約締結前までに、本市へ速やかに提出するものとす

る。 

 

（事業計画書の変更）  

第８条 本市及び【事業グループ／事業者】は、社会情勢、経済情勢又はその他の事由によ

り、事業計画書の内容を変更する必要があると合理的に判断する場合には、協議のうえ、

双方の合意に基づき事業計画書の内容を変更することができる。  

２ 本市及び【事業グループ／事業者】は、前項に定める協議を必要とする場合には、相手

方に対して書面により協議実施の申入れを行うものとし、当該相手方は、係る申入れに応

じるものとする。  

 

第２章 本事業の実施  

（本町保育所移転・新設事業の実施）  

第９条 本町保育所移転・新設事業において、【事業者グループ／事業者】は、事業計画書

に定める実施体制により、道路設計業務契約に基づき道路設計業務を、設計・施工業務一

括契約に基づき本町保育所新施設デザイン・ビルド業務を実施するものとする。  

２ 道路設計企業及び設計・建設企業は、適宜又は本市が求める場合、本事業の実施の状況

に関し本市に報告するものとする。 

 

（本町保育所跡地活用事業の実施） 

第１０条 本町保育所跡地活用事業において、跡地活用企業は、本市との跡建物譲渡契約締

結後、建物等の解体・撤去及び本町保育所跡地活用事業を、事業計画書に定める実施体制

により実施するものとする。  

２ 跡地活用企業は、適宜又は本市が求める場合、本事業（造成工事完了まで）の実施の状

況に関し本市に報告するものとする。 

 

第３章 道路設計業務及び本町保育所新施設デザイン・ビルド業務  

（道路設計業務）  

第１１条 道路設計業務は、本町保育所移転・新設事業における開発区域内道路に関する各

種協議及び道路整備に関する設計等に係る業務とする。 

２ 道路設計企業は、本協定締結後速やかに、本市との道路設計業務契約を締結し、本協

定、募集要項、要求水準書、質疑回答、応募書類及び事業計画書に基づき、関係法令等を

遵守のうえ、前項の道路設計業務を行う。  

３ 道路設計企業は、事業計画書に基づき、令和６年９月開催予定の令和６年第３回府中市

議会定例会における道路廃止議案に係る必要な資料を令和６年５月末までに作成のうえ本

市へ提出し、令和６年８月末までに道路設計業務を完了するものとする。  

 

（本町保育所新施設デザイン・ビルド業務）  

第１２条 本町保育所新施設デザイン・ビルド業務は、本事業の実施に必要な許認可、各種
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申請等の行政手続及び保育所の整備に関する設計等に係る業務である建築設計業務、保育

所の整備に関する工事監理に係る業務である工事監理業務、開発道路の整備及び保育所の

整備に関する建設等に係る業務である建設業務とする。 

２ 設計・建設企業は、本市と設計・施工業務一括仮契約を締結する。なお、設計・施工業

務一括契約の締結は、地方自治法第９６条第１項第５号及び府中市議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定に基づき府中市議会の議決を要する。そ

のため、締結した仮契約は、令和６年２月に開催予定の令和６年第１回府中市議会定例会

で可決を得た場合、本市が契約の相手方に対して本契約とする旨の意思表示をすること

で、地方自治法第９６条第１項第５号の本契約としての効力を有することとなる。 

３ 設計・建設企業は、本協定、募集要項、要求水準書、質疑回答、応募書類及び事業計画

書に基づき、関係法令等を遵守のうえ、第１項の本町保育所新施設デザイン・ビルド業務

を行う。 

【４ 事業グループの場合、設計・建設企業と道路設計企業が異なるときは、設計・建設企

業が、道路設計業務について連帯保証する。設計・建設企業が共同企業体の場合、共同企

業体の代表構成員が連帯保証を負うものとする。】 

【５ 設計・建設企業が共同企業体の場合、共同企業体は、本町保育所新施設デザイン・ビ

ルド業務を共同連帯して請け負うものとする。】 

 

第４章 本町保育所跡地活用事業  

（本町保育所跡地活用事業及び本町保育所跡地の土地売買契約の締結）  

第１３条 本町保育所跡地活用事業は、本町保育所跡建物等の解体・撤去に関する設計・工

事と、戸建て住宅地としての開発事業及び東西動線の整備とする。 

２ 前項の跡地活用企業は、別紙Ａの日程表の期日を目途に、本市と土地売買契約を締結す

る。なお、売買金額は、提案書に記載した金額をもとに、別紙Ｂの方法に基づくものとす

る。 

３ 本土地売買契約に基づく本市から本町保育所跡地の引き渡し日は、本市と跡地活用企業

との協議のうえ、決定するものとする。 

４ 跡地活用企業は、本町保育所跡地活用事業において、景観法（平成十六年法律第百十

号）に基づく景観協定を締結するものとする。 

 

（契約保証金） 

第１４条 跡地活用企業は、本土地売買契約に当たり、本市に契約保証金を納付しなければ

ならない。ただし、第６条（２）イの但し書きに該当する場合はその限りではない。なお、納付金額

は、提案書に記載した金額をもとに、別紙Ｂの方法により定める売買代金の１０分の１相

当とする。 

２ 前項の規定による契約保証金は、指定期日までに、本市の発行する納入通知書又は振込

みにより納付するものとする。 

３ 契約保証金には利子を付さない。 

４ 本市は、跡地活用企業が第１５条の売買代金を支払ったときは、契約保証金を売買代金

に充当することとする。なお、跡地活用企業が第１５条に定める売買代金に係る義務を履行

しないときは、本市は第１項に定める契約保証金を本市に帰属することができる。 
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（代金の支払い） 

第１５条 跡地活用企業は、第１３条第２項の売買代金のうち、前条第１項に定める契約保

証金を除いた金額を、本市が発行する納入通知書又は振込みにより、本町保育所新施設へ

の移転完了後、指定期日までに納付するものとする。 

 

（所有権の移転及び土地の引渡し） 

第１６条 この土地の所有権は、跡地活用企業が売買代金の全額を支払い、本市がその受領を確

認できたときに、本市から跡地活用企業に移転するものとする。   

２ この土地は、前項の規定により、所有権が移転したときに、本市から跡地活用企業に対し現状有

姿にて引渡しがあったものとする。 

  

（移転登記等） 

第１７条 跡地活用企業は、前条第１項の規定によりこの土地の所有権が移転した後、直ちに本市

に対し所有権の移転登記を請求するものとし、本市は、その請求により、遅滞なく所有権の移転登

記を嘱託するものとする。 

２ 跡地活用企業は、土地売買契約締結の際にあらかじめ前項に定める費用として登録免許税相当

額の収入印紙を本市に提出しなければならない。 

３ 第１６条の代金の支払いがあったことをもって第１項の請求があったものとみなす。 

４ 募集要項等の内容に反した場合の１０年間の買戻特約の登記の申請についても、所有権移転登

記の申請と同時に本市が行うものとする。ただし、跡地活用企業の開発事業が完了した後速やか

に、買戻特約を本市が抹消するものとする。 

 

（跡建物譲渡契約及び解体協定の締結）  

第１８条 第１３条第１項の事業を行う跡地活用企業は、別表Ａの日程表の期日を目途に、

本市と本町保育所跡建物の跡建物譲渡契約を締結する。なお、その対価は無償とする。 

２ 前項の跡建物譲渡契約について、地方自治法第９６条第６号及び同法第２３７条第２項

により、譲渡に際しては、府中市議会の議決が必要となることから、令和７年第４回市議

会定例会（令和７年１２月開催予定）又は令和８年第１回市議会定例会（令和８年２月開

催予定）（予定）において可決を受けた場合に締結することとする。 

３ 本市は、本町保育所跡建物等の解体設計及び解体・撤去工事の費用を負担するに当た

り、跡地活用企業と解体協定を締結する。なお、本市と跡地活用企業は、事前に解体設計

に係る協議を行うこととし、解体に関する【事業グループ／事業者】の提案内容につい

て、必要に応じて見直したうえで、解体・撤去費用を確定する。 

 

（本町保育所跡建物の引渡し及び所有権の移転） 

第１９条 本町保育所跡建物譲渡契約に基づく本市から跡地活用企業への施設の引渡し日

は、土地の引渡し日と同日とする。 

２ 本市は、本町保育所跡建物を、前項の引渡し日における現状有姿にて、跡地活用企業に

引渡し、跡地活用企業はこれを引受けるものとする。なお、その引渡しにより、本町保育

所跡建物の所有権が移転するものとする。 
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（本町保育所跡地の戸建て住宅地開発） 

第２０条 跡地活用企業は、本町保育所跡地の戸建て住宅地開発事業に当たり、募集要項、

要求水準書、質疑回答及び応募書類の内容を遵守し、適切に実施するものとする。また、

戸建て住宅用地として販売しなければならない。 

 

第６章 本市と【事業者グループ／事業者】の債務不履行  

（【事業者グループ／事業者】の債務不履行による解除）  

第２１条 次に掲げる事由が発生したときには、本市は、催告することなく本協定を解除す

ることができる。ただし、事業者グループの場合には、代表企業から、解除原因について

帰責性のある構成員の地位を他の構成員又は第三者が引き継ぐ旨の申請があり、当該他の

構成員又は当該第三者がその地位を引き継ぐことにより、本協定に定めた事業者グループ

の債務の履行が可能であると本市が判断した場合においては、本市は、本協定を解除せ

ず、本協定上の当該構成員の地位の移転を承諾することができる。  

(1) 事業者グループの本協定に基づく義務の履行が不能となったとき。  

(2) いずれかの構成員に係る破産、会社更生、民事再生又は特別清算のいずれかの手続又

はこれに類似する倒産手続について申立（自己申立を含む。）がなされたとき。  

２ 次に掲げる事由が発生し、本市が代表企業に対し、６０日の期間を設けて催告を行った

にもかかわらず、当該不履行が治癒されない場合、本市は、本協定を解除することができ

る。ただし、事業者グループの場合には、代表企業から、解除原因について帰責性のある

構成員の地位を他の構成員又は第三者が引き継ぐ旨の申請があり、当該他の構成員又は当

該第三者がその地位を引き継ぐことにより、本協定に定めた事業者グループの債務の履行

が可能であると本市が判断した場合においては、本市は、本協定を解除せず、本協定上の

当該構成員の地位の移転を承諾することができる。 

(1) 【事業者グループ／事業者】が、本町保育所移転・新設事業における道路設計に着手

すべき期日を過ぎても、正当な理由なくして、設計に着手しないとき。 

(2) 【事業者グループ／事業者】が、本町保育所新施設の設計に着手すべき期日を過ぎて

も、正当な理由なくして、設計に着手しないとき。  

(3) 【事業者グループ／事業者】が、本協定に基づく義務を履行しないとき。  

(4) 【事業者グループ／事業者】が、本件敷地を、本市の承諾なく本事業の遂行以外を目

的として使用収益したとき、又は土地の形質を改変したとき。 

  

（本市の債務不履行による解除）  

第２２条 本市の本協定に基づく義務の履行が不能となった場合、【事業者グループ／事業

者】は、催告することなく本協定を解除することができる。  

２ 本市が、本協定に基づく本市の義務を履行しない場合（前項に掲げる場合を除く。）、

【事業者グループ／事業者】は、本市に対し６０日以上の当該不履行を治癒するのに合理

的に必要な期間を設けて催告を行ったにもかかわらず、なお治癒されない場合、本協定を

解除することができる。  

【３ 事業者グループの場合には、本条に規定する解除権は、構成員が全員でこれを行使し

なければならない。】） 
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（議会の議決が得られない場合等の措置）  

第２３条 第１２条第２項の設計・施工業務一括契約に係る議案が否決された場合、設計・

施工業務一括仮契約は効力を失うものとし、本市は設計・建設企業に対していかなる責任

も負わない。また、【事業者グループ／事業者】は本市に損害の賠償、費用の償還その他

一切の請求をしないものとする。ただし、この場合、道路設計業務に関し、道路設計業務

契約については、その時点までで終了するものとし、その業務に要した合理的な費用につ

いて本市が負担するものとする。 

２ 令和６年９月開催予定の令和６年第３回府中市議会定例会に上程を予定している道路の

廃止議案が否決された場合、本町保育所新施設デザイン・ビルド業務について、本市と設

計・施工業務一括契約の受注者で工程の延期等に係る協議を行い、契約を継続するものと

する。また、本町保育所跡地活用事業に関し、跡地活用企業と今後の対応について協議す

るものとする。 

３ 前項の協議に基づき、設計・施工業務一括契約の工程の延長に伴う費用の増加に係る協

議のうえ、合理的な範囲について本市は負担するものとする。また、協議に基づき、今後

の土地売買契約及び跡建物譲渡契約を締結しない場合でも、【事業者グループ／事業者】

は本市に損害の賠償、費用の償還その他一切の請求をしないものとする。 

４ 跡建物譲渡契約について、府中市議会で第１８条第２項の議案が否決された場合、跡地

活用企業と土地売買契約を締結しないものとする。 

５ 前項により土地売買契約及び跡建物譲渡契約を締結しない場合、跡地活用企業は本市に

損害の賠償、費用の償還その他一切の請求をしないものとする。ただし、本町保育所跡建

物等の解体設計に係る業務に関し、土地売買契約及び跡建物譲渡契約を締結しないものと

通知した日までに果たした業務について、本市がその業務として要した合理的な費用につ

いて負担するものとする。 

 

（解除の効果）  

第２４条 第２１条又は第２２条に基づき本協定が解除された場合、すべての関連契約は、

すべての当事者との関係において終了する。  

 

（関連契約の解除）  

第２５条 関連契約のいずれかがその規定に従い解除された場合、本協定及び残存する関連

契約は、すべての当事者との関係において終了する。  

 

第７章 違約金及び損害賠償  

（違約金） 

第２６条 跡地活用企業が、跡地活用企業の責めに帰すべき事由により、土地売買契約を締

結しない場合には、跡地活用企業は、提案土地価格金額の１０％の違約金を本市に支払わ

なければならない。 

２ 前項の違約金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈せず、違約金とは別に、次条に

定める損害賠償請求を行うことを妨げない。 
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（損害賠償）  

第２７条 本協定の各当事者が、それぞれに定める債務の履行に関して、相手方の当事者の

責に帰すべき事由により損害を被った場合には、その損害につき、当該相手方当事者に対

して、賠償を請求することができる。 

 

第８章 雑則  

（知的財産権） 

第２８条 本事業に関連して、本市が【事業者グループ／事業者】に対して提供した情報、

書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、本市に留保される。  

２ 本事業に関連して、【事業者グループ／事業者】が、本市に対して提供した図面等の成

果物の著作権その他の知的財産権は、本市に属する。  

３ 本市は、本事業の目的を達成するために必要な限度で、【事業者グループ／事業者】が

作成した成果物を利用できる。  

４ 【事業者グループ／事業者】は、本市に対して、本町保育所新施設を写真、透視図、絵

画その他の媒体により表現することについて、著作権その他の知的財産権に基づき、著作

物の利用を許諾する。  

５ 【事業者グループ／事業者】は、本町保育所移転・新設事業実施に必要な場合は、本市

に対して、【事業者グループ／事業者】の作成した成果物及び本町保育所新施設の内容を

自由に公表することを許諾する。ただし、本市は、公表しようとする資料に【事業グルー

プの構成員／事業者】独自の知見及び公知になっていない経営情報が含まれると認める場

合は、事前に【当該構成員／事業者】の意見を聴かなければならない。 

  

（契約の地位の譲渡）  

第２９条 本市及び【事業者グループ／事業者】は、本協定及び関連契約に別段の定めがあ

る場合を除き、他のすべての者の事前の承諾がない限り、本協定及び関連契約上の地位及

び権利義務を第三者に対して譲渡し、又はその他の処分をしてはならない。 

  

（通知等）  

第３０条 本協定に定める請求、通知、報告、申出、確認及び解除等は、書面により、本協

定に記載された当事者の名称、所在地あてに行う。  

【２ 構成員がその名称又は所在地を変更した場合は、本市に変更内容を通知しなければな

らない。構成員は、この通知を行わない場合には、不到達をもって本市に対抗できな

い。】  

 

（秘密の保持）  

第３１条 すべての当事者は、本協定の履行に際して知り得た他の当事者に係る秘密を自己

の役員及び従業員、自己の代理人・コンサルタント以外の第三者に漏えいし、又は本協定

の履行以外の目的に使用してはならない。  

 

（個人情報の保護及び当事者間の提供）  

第３２条 すべての当事者は、府中市個人情報の保護に関する条例（平成１５年６月府中市
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条例第８号）を遵守し、本事業に関して知り得た個人情報を適正に取り扱い、個人情報の

漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。  

２ すべての当事者は、上記により知り得た個人情報を、本事業の実施に必要な場合に限

り、法令で認められる範囲において他の当事者に提供することができる。  

 

（準拠法）  

第３３条 本協定及び関連契約は、日本国の法令に準拠する。  

 

（管轄裁判所）  

第３４条 本協定及び関連契約に係る訴訟については、東京地方裁判所をもって第一審の専

属管轄裁判所とする。  

 

（疑義の決定等）  

第３５条 本協定及び関連契約の解釈について疑義を生じたとき、及びこれらに定めのない

事項については、本協定及び関連契約の当事者が協議のうえこれを定める。  
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 以上、本協定の成立を証するため、本協定の正本を２通作成し、本市及び【事業者／すべ

ての構成員】がそれぞれ記名押印のうえ、本市及び【事業者／代表企業】が原本各１通を保

有する。 

 

令和５年○○月○○日  

府中市  

府中市宮西町２丁目２４番地  

府中市  

代表者 府中市長 高 野 律 雄   印 

  

事業者  

所在地：  

名 称：  

代表者：            印  

 

事業者グループ  

（代表企業）  

所在地：  

名 称：  

代表者：            印  

 

（構成員）  

所在地：  

名 称：  

代表者：            印  

 

（構成員）  

所在地：  

名 称：  

代表者：            印  
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（別紙Ａ） 日程表 

 

 

項目 期日 

本町保育所移転・新設事業道路設計業務契約締結日 令和  年  月  日 

本町保育所移転・新設事業設計・施工業務一括契約締結日 令和  年  月  日 

本町保育所跡地土地売買契約締結日 令和  年  月  日 

本町保育所跡建物譲渡契約締結日 令和  年  月  日 
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（別紙Ｂ） 

土地価格の補正方法 

 

基本協定書第１３条第２項に規定する土地価格の補正方法は次のとおりとする。 

 

１ 補正方法の概要 

価格提案書提出時点から土地売買契約締結時点までの期間の土地価格変動について、

本事業の対象敷地と地理的に最も直近に存する同種用途の地価公示・地価調査地点の

共通地点の土地価格の変動と同一の推移であると見なして土地価格を補正する。 

土地価格の補正期間は、価格提案書提出時点の直前を始点、土地売買契約締結時点の

直前を終点とし、地価公示（価格時点１月１日）又は地価調査（価格時点７月１日）の

価格時点で公表されている地価公示・地価調査の価格（公表価格）の間の土地価格変動

率を把握して、これを提案土地価格に乗じて契約金額を確定するものとする。 

 

２ 土地価格の補正方法 

【土地価格の補正の計算方法】 

                       契約直前の公表価格 ｂ円/㎡ 

契約金額（円）＝ 提案土地価格（円）×  

                       提案直前の公表価格 ａ円/㎡ 

 

【土地価格変動の補正期間の考え方】 

補正期間の例：令和５年１０月に価格提案書提出、令和７年１２月に土地売買契約を

締結する場合を想定し、それぞれの時点の直前の価格時点の公表価格を基に算定する。 

なお、地価公示・地価調査の公表時期は、価格時点から約３か月後であることに留意

する。 

 

■採用する地価変動の指標：地価公示・地価調査の共通地点 

              （地価公示：東京府中-２５、地価調査：府中-１８） 

（注）指定地点が選定替えや廃止等で使用不能になった場合は同種の地点を協議して再選定する。 

■補正計算の端数処理等の方法 

提案土地価格に補正率を乗じて算定した契約金額の端数処理は、万円単位を四捨五入

して十万円単位を表示するものとする。 

変動率の端数処理を行う場合には、地価公示等の発表変動率が小数点第一位表示（例：

+0.4％）であるため、四捨五入のうえ、同様に表示するものとする。 

  以 上 

R7.12

提案直前の公表価格 契約直前の公表価格

ａ円/㎡ ｂ円/㎡

土地価格の補正期間

(仮)土地売買契約締結時

R5.7.1 地価調査 R6.1.1 地価公示 R6.7.1 地価調査 R7.1.1 地価公示 R7.7.1 地価調査

R5.10

提案時


